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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第95期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第96期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第95期

会計期間
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成21年４月１日
至平成22年３月31日

売上高（百万円） 9,053 10,492 52,432

経常損失（△）（百万円） △1,492 △229 △649

四半期純損失（△）又は当期純損

失（△）（百万円）
△1,035 △339 △8,031

純資産額（百万円） 26,425 18,604 18,967

総資産額（百万円） 62,951 58,138 61,183

１株当たり純資産額（円） 333.75 231.88 236.77

１株当たり四半期純損失（△）又

は当期純損失金額（△）（円）
△13.95 △4.58 △108.24

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 39.3 29.6 28.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,227 1,423 △515

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△149 △200 1,225

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,509 △302 272

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
9,779 12,092 11,168

従業員数 (人) 2,485 2,374 2,373

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

　２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第95期第１四半期連結累計期間、第96第

１四半期連結累計期間及び第95期は１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載していない。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

３【関係会社の状況】

　　　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 　　2,374(239)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してい

る。

(2）提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 　　1,191(163)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載している。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

照明 5,777 －

光応用 4,003 －

合計 9,781 －

　（注）１．金額は販売価格によっている。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はない。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりである。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期比（％）　

照明 6,538 －

光応用 3,954 －

合計 10,492 －

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれていない。

２【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。  

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  (1) 業績の状況

当第１四半期のわが国経済は、海外経済の回復や政府の経済対策の効果などを背景に、企業収益は着実に改善の兆

しを見せております。また、民間設備投資も下げ止まりつつありますが、一方、公共投資は、依然、総じて低調に推移し

ており、先行き不透明な状況にあります。

このような状況の下で、当社グループは現状の経済環境の中でも利益を出せる体制作りのため、総経費削減、人員体

制の見直し等に取り組んでまいりました。

これらの結果、売上高は10,492百万円（前年度は9,053百万円で15.9%の増加）、営業損失186百万円（前年度は

1,470百万円で1,283百万円の改善）、経常損失229百万円（前年度は1,492百万円で1,262百万円の改善）となりまし

た。当四半期純損失は、投資有価証券評価損188百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額45百万円等を特別

損失に計上した結果、339百万円（前年度は1,035百万円で695百万円の改善）となりました。
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セグメントの業績は次のとおりです。

＜照明＞

　照明事業では、前年度に増加した道路関連の売上が減少したものの、工場、ランプメンテナンスを中心とした民

需関連の売上が増加したことにより、売上高6,538百万円、営業損失26百万円となりました。

＜光応用＞

  光応用事業では、映像用プロジェクター光源の販売価格低下が続いたものの、販売数量の増加により売上増加

となりました。また、設備投資の抑制により低迷していた装置関連の需要が回復してきた結果、売上高3,954百万

円、営業利益247百万円となりました。  

　

　なお、当社グループの売上・利益は期末に集中する季節的傾向があり、各四半期の売上高及び利益は通期実績の

水準に比べ乖離が大きくなっております。

　また、当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」を適用したため、各セグメ

ントの前年同期比較は記載しておりません。　

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、923百万円増加し、12,092百

万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

  当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は1,423百万円となりました。主な増加要

因は、売上債権の減少4,256百万円であり、減少要因は、仕入債務の減少2,080百万円によるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

  当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果減少した資金は200百万円となりました。主な減少要因

は、有形固定資産の取得224百万円によるものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

  当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果減少した資金は302百万円となりました。主な減少要因

は、短期借入金の返済（純額）204百万円及び長期借入金の返済92百万円によるものです。

　

  (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

　

  (4) 研究開発活動

  当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の支出額は104百万円である。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

  当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 239,000,000

計 239,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 78,219,507 同左
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 78,219,507 同左　 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項はない。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はない。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成22年４月１日～

平成22年６月30日
－ 78,219,507－ 8,640 － 6,085

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。
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（７）【議決権の状況】

　　　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　

　　記載することができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてい　

　　る。

 

①【発行済株式】

 平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  4,036,000　　　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 73,765,000 73,764 －

単元未満株式 普通株式    418,507 － －

発行済株式総数 78,219,507 － －

総株主の議決権 － 73,764 －

　（注）上記「完全議決権株式（その他）」の「株式数（株）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000

株含まれているが「議決権の数」の欄には同機構名義の議決権１個は含まれていない。

②【自己株式等】

 平成22年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

岩崎電気㈱
東京都港区芝３丁目12

番４号
3,823,000 － 3,823,000 4.88

テイトデンキ㈱
東京都港区芝大門２丁

目１番16号
213,000 － 213,000 0.27

計 － 4,036,000 － 4,036,000 5.15

　（注）このほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権の数１個）あ

る。なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の中に含めている。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月

最高（円） 221 218 188

最低（円） 181 161 149

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,943 12,020

受取手形及び売掛金 10,284 14,533

商品及び製品 5,375 5,104

仕掛品 1,730 1,676

原材料及び貯蔵品 3,454 3,172

その他 1,972 1,823

貸倒引当金 △115 △116

流動資産合計 35,644 38,215

固定資産

有形固定資産

土地 10,615 10,615

その他（純額） ※1
 7,396

※1
 7,538

有形固定資産合計 18,011 18,153

無形固定資産 682 721

投資その他の資産 ※2
 3,800

※2
 4,092

固定資産合計 22,493 22,967

資産合計 58,138 61,183

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,599 12,675

短期借入金 1,665 1,868

未払法人税等 84 133

引当金 55 204

その他 3,114 3,266

流動負債合計 15,519 18,149

固定負債

長期借入金 7,940 8,030

退職給付引当金 10,523 10,394

その他の引当金 237 243

負ののれん 275 315

資産除去債務 53 －

その他 4,984 5,084

固定負債合計 24,014 24,067

負債合計 39,533 42,216
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,640 8,640

資本剰余金 6,174 6,174

利益剰余金 1,529 1,868

自己株式 △939 △938

株主資本合計 15,405 15,745

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 286 360

土地再評価差額金 2,593 2,593

為替換算調整勘定 △1,081 △1,132

評価・換算差額等合計 1,798 1,821

少数株主持分 1,400 1,399

純資産合計 18,604 18,967

負債純資産合計 58,138 61,183
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 9,053 10,492

売上原価 7,026 7,420

売上総利益 2,027 3,071

販売費及び一般管理費 ※
 3,498

※
 3,258

営業損失（△） △1,470 △186

営業外収益

受取利息 3 1

受取配当金 37 38

負ののれん償却額 31 40

保険配当金 30 26

その他 28 51

営業外収益合計 131 159

営業外費用

支払利息 52 78

持分法による投資損失 2 6

退職給付会計基準変更時差異の処理額 78 78

その他 20 38

営業外費用合計 152 201

経常損失（△） △1,492 △229

特別利益

固定資産売却益 － 7

貸倒引当金戻入額 5 2

特別利益合計 5 9

特別損失

固定資産除売却損 0 2

訴訟関連損失 80 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 45

投資有価証券評価損 － 188

その他 4 4

特別損失合計 84 239

税金等調整前四半期純損失（△） △1,572 △459

法人税等 △515 △122

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △337

少数株主利益又は少数株主損失（△） △21 2

四半期純損失（△） △1,035 △339
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,572 △459

減価償却費 439 432

負ののれん償却額 △31 △40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △2

受取利息及び受取配当金 △41 △39

支払利息 55 79

為替差損益（△は益） 9 －

持分法による投資損益（△は益） 2 6

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 △4

投資有価証券評価損益（△は益） － 188

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 45

売上債権の増減額（△は増加） 6,924 4,256

たな卸資産の増減額（△は増加） △324 △594

仕入債務の増減額（△は減少） △3,583 △2,080

その他 △507 △159

小計 1,365 1,628

利息及び配当金の受取額 43 39

利息の支払額 △47 △131

法人税等の支払額 △133 △113

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,227 1,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △190 △224

有形固定資産の売却による収入 73 13

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

貸付けによる支出 △21 △8

貸付金の回収による収入 11 9

その他 △20 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △149 △200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,353 1,151

短期借入金の返済による支出 △2,826 △1,356

長期借入金の返済による支出 △13 △92

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △3 －

その他 △18 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,509 △302

現金及び現金同等物に係る換算差額 89 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △342 923

現金及び現金同等物の期首残高 10,122 11,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 9,779

※
 12,092
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　会計処理基準に関する事項の変更 （１）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に

関する当面の取扱い」の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会

計基準第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月

10日）を適用している。

　　これによる、損益に与える影響はない。

（２）「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月

31日）を適用している。

　　これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ１百万円、税金等調整前

四半期純損失は46百万円増加している。また、当会計基準等の適用開始に

よる資産除去債務の変動額は53百万円であり、セグメント情報に与える

影響は軽微である。　

（３）「企業結合に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業

会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係

る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月

26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12

月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用して

いる。

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示している。

　　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

棚卸資産の評価方法　 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定す

る方法によっている。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものにつ

いてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっている。　　
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

税金費用の計算   税金費用については、原則として、当第１四半期連結会計期間を含む連結会

計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

している。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示している。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 31,111百万円 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 30,724百万円

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 285百万円

　

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 285百万円

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりである。

給料手当 1,331百万円

賞与引当金繰入額 59 

退職給付費用 176 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりである。

給料手当 1,251百万円

賞与引当金繰入額 31 

退職給付費用 184 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定     10,680

預入期間が３ヵ月を超える定期預金    △901

現金及び現金同等物      9,779

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年６月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定     12,943

預入期間が３ヵ月を超える定期預金    △851

現金及び現金同等物      12,092
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  78,219,507株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  4,025,233株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はない。　

４．配当に関する事項

 該当事項はない。　

５．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はない。　　

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
照明部門
（百万円）

光応用部門
（百万円）

その他部門
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 5,942 3,025 85 9,053 － 9,053

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

計 5,942 3,025 85 9,053 － 9,053

 営業利益　(△は営業損失) △445 △510 △28 △983 △486 △1,470

　（注）１．事業区分の方法　　　　製品の種類別区分による。

　　　　２．各事業区分の主要製品　照明部門……………照明用高輝度放電灯、安定器、施設用照明器具・装置、白熱灯、その他

一般照明

光応用部門…………情報機器（道路情報装置、IT、電子部品等）、特殊用途用光源・

器具（映像用光源、水質浄化、殺菌、改質硬化、医療他）、電子線

照射装置（改質、滅菌他）

その他部門…………電機設備サービス、当社グループ向け代理業務サービス

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）
アジア
（百万円）

ヨーロッパ
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 8,088 764     170 29 9,053 － 9,053

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
195 8 81 － 285 △285 －

 計 8,283 773 252 29 9,339 △285 9,053

営業利益 (△は営業損失) △887 △25 11 2 △898 △572 △1,470

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米……………アメリカ

(2）アジア…………中国、シンガポール

(3）ヨーロッパ……イギリス
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【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

  北米 アジア ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）     794 1,324 91 85 2,297

Ⅱ 連結売上高（百万円）     9,053

Ⅲ
連結売上高に占める海外売

上高の割合（％）
8.8 14.6 1.0 0.9 25.3

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）北米………………アメリカ

(2）アジア……………中国、シンガポール、台湾、韓国

(3）ヨーロッパ………イギリス

(4）その他の地域……オーストラリア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

　

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

る。

　当社グループは、照明ランプ等の各種光源及び照明機器の製造販売事業である「照明」、光応用機器等の

製造販売事業である「光応用」の２つを報告セグメントとしている。　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）　

（単位：百万円）　

 
報告セグメント

調整額
(注１）　

四半期連結
損益計算書
計上額　
(注２）

照明 光応用 計

売上高      

 外部顧客への売上高 6,538 3,954 10,492 － 10,492

 セグメント間の内部売上高又は振替高 0 － 0 0 －

計 6,538 3,954 10,492 0  10,492

 セグメント利益又は損失（△） △26 247 220 △407 △186

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△407百万円は、セグメント間利益の調整額３百万円、報告セグメン

トに配分しない全社費用411百万円等である。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。

　

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21

日）を適用している。
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（金融商品関係）

　　　　　重要かつ著しい変動はない。

　

（有価証券関係）

重要かつ著しい変動はない。　

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略している。　

（資産除去債務関係）

　　　　　重要かつ著しい変動はない。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 231.88円 １株当たり純資産額 236.77円

２．１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 13.95円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。

１株当たり四半期純損失金額 4.58円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していない。

　（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純損失（百万円） 1,035 339

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 1,035 339

期中平均株式数（千株） 74,206 74,195

（重要な後発事象）

　該当事項はない。

　

（リース取引関係）

重要かつ著しい変動はない。　

２【その他】

該当事項はない。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月11日

岩崎電気株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩原　淳一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 麻生　和孝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 江見　睦生　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岩崎電気株式会社の

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岩崎電気株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

　

　追記情報　

　四半期連結貸借対照表関係の注記事項３．偶発債務に、損害賠償請求訴訟に関する記載がなされている。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管している。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月11日

岩崎電気株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩原　淳一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 麻生　和孝　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 江見　睦生　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岩崎電気株式会社の

平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岩崎電気株式会社及び連結子会社の平成22年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管している。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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